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特別養護老人ホーム浅草ほうらい 

指定短期入所生活介護事業所運営規程 

（目 的） 

第１条 この規程は、社会福祉法人清峰会が設置運営する、特別養護老人ホーム浅草ほうらい指定短期入

所生活介護事業所（以下「事業所」という。）が行う、指定短期入所生活介護の事業の運営及び利用につ

いて必要な事項を定め、老人福祉の理念に基づき、また「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び

運営に関する基準」を遵守し、事業の適正かつ円滑な執行を図ることを目的とする。 

（基本方針） 

第２条 利用者の特性をふまえて、利用者が可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立して日 

常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事等の援護、その他日常生活上の援助及び機能訓練を

行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに、利用者の家族の心身的負担

の軽減を図るものとする。 

２ 事業の実施にあたっては、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービ

スの提供に努めるものとする。 

（運営の方針） 

第３条 本事業所において提供する指定短期入所生活介護サービスは、介護保険法並びに関係する厚生労

働省令、告示の趣旨及び内容に沿ったものとする。 

２ 利用者の人権を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるとともに利用者及びその

家族のニーズを的確に捉え、個別にサービス計画を作成することにより、利用者が必要とする適切なサ

ービスを提供する。 

３ 利用者またはその家族に対し、サービスの内容及び提供方法について分かりやすく説明する。 

４ 適切な介護技術をもってサービスを提供する。 

５ 常に、提供したサービスの質の管理、評価を行う。 

６ サービス計画に沿った生活介護を提供する。 

（事業所の名称及び所在地） 

第４条 本事業所の名称は、次のとおりとする。 

特別養護老人ホーム浅草ほうらい 

２ 本事業所の所在地は、次のとおりとする。 

東京都台東区清川２丁目１４－７ 

（職員の職種・員数・職務内容及び勤務体制） 

第５条 本事業所に勤務する管理者及び職員等の職種、員数、職務内容及び勤務体制は次のとおりとし、

併設する介護老人福祉施設並びに、介護予防短期入所生活介護事業所と兼務する。 

（１） 管理者 １名 

管理者は施設長とし、事業所の職員の管理及び業務の管理を一元的に行うものとする。 

（２） 生活相談員 ２名以上 

生活相談員は、利用者及び家族の必要な相談に応じるとともに、適切なサービスが提供されるよ

う、事業所内のサービスの調整、居宅介護支援事業者と他の機関との連携並びに、利用申込みに係

る必要な役割を果たす。 
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（３） 看護職員 ４名以上 

看護職員は、健康チェック等を行うことにより利用者の健康状態を的確に把握するとともに、利

用者が各種サービスを利用するために必要な処置を行う。 

（４） 介護職員 ５４名以上 

介護職員は、生活介護の提供にあたり利用者の心身の状況等を的確に把握し、利用者に対し、適

切な介護を行う。 

（５） 管理栄養士 １名以上 

管理栄養士は、利用者の栄養状態を把握し、栄養管理に努める。 

（６） 機能訓練指導員 １名以上 

機能訓練指導員は、利用者が日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するために必要な機能

訓練を行う。 

（７） 介護支援専門員 ２名以上 

介護支援専門員は、利用者が居宅において自立した日常生活ができることを心掛け、必要な施設

サービス計画を立てる。 

（８） 給食員（委託業務） 

（９） 事務員 ２名以上 

（１０）勤務体制 

職 種 勤務形態 勤 務 時 間 

施 設 長 通常 ８時３０分～１７時３０分 

生 活 相 談 員 通常 ８時３０分～１７時３０分 

看 護 職 員 

早出 

通常 

遅出 

① ７時１５分～１６時１５分 

② ９時００分～１８時００分 

③１０時００分～１９時００分 

介 護 職 員 

早出 

通常 

遅出 

夜勤 

① ７時００分～１６時００分 

② ９時３０分～１８時３０分 

③１２時３０分～２１時３０分 

④１５時４５分～翌日９時３０分（夜勤） 

介護支援専門員 通常 ８時３０分～１７時３０分 

機能訓練指導員 通常 ８時３０分～１７時３０分 

医 師  週１回 １４時００分～１６時００分 

管 理 栄 養 士 通常 ８時３０分～１７時３０分 

事 務 員 通常 ８時３０分～１７時３０分 

２ 各職員の業務分掌は、施設長が別に定める職務分担表による。 

（営業日及び営業時間） 

第６条 事業所の営業及び営業時間は、次のとおりとする。 

（１） 営業日 年間をとおし営業する。（無休） 

（２） 営業時間 ２４時間とする。 

（利用定員） 

第７条 事業所の１日当たりの利用定員は、専用ベッド２０床以内及び介護老人福祉施設「特別養護老人

ホーム浅草ほうらい」の空床分とする。 

（通常の送迎の実施地域） 

第８条 通常の送迎の実施地域は、台東区とする。 
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（サービスの提供） 

第９条 介護支援専門員等は、サービスの提供にあたっては、利用者又はその家族に対して処遇上必要な

事項について、理解しやすいように説明を行うものとする。 

２ 要介護老人の介護を行っている家族等が、何らかの理由でその介護ができない場合、居宅サービス計

画に基づき家族等に代わり施設において介護をする。 

３ 利用者等の希望により、送迎を行う。 

（身上調査及び処遇） 

第１０条 介護支援専門員等は、新たに利用した者については心身の状況、家族関係、境遇、信仰、趣味、

嗜好等を聴取し、これを記録保存しておくものとする。 

２ 事業者は、利用者の人種、信条、社会的身分又は、門地等により差別的又は、優遇的なサービスをし

てはならない。 

（介護保険給付対象サービス） 

第１１条 事業所による介護保険給付対象サービスの内容は、次のとおりとする。 

（１） 日常生活上の援助 

日常生活動作能力に応じて、離床、着替え、整容等必要な介護を適切に行う。 

ア．移動の介助 

イ．その他の必要な身体の介護 

ウ．養護（休養） 

（２） 健康状態の確認 

看護職員は、常に利用者の健康に注意し、日常における健康保持のため適切な措置をとり、必要

に応じてその記録を保存するものとする。 

特に、与薬等については、利用者等によく説明し、適切な健康管理に努めるものとする。 

（３） 機能訓練サービス 

利用者が日常生活を営むに必要な機能の減退を防止するための機能並びに利用者の心身の活性化

を図るための各種サービスを提供する。 

ア．日常生活動作に関する訓練 

イ．レクリエーション 

ウ．グループワーク 

エ．行動的活動 

オ．体操 

カ．趣味活動 

（４） 送迎サービス 

送迎を必要とする利用者については専用車輌により送迎を行う。 

（５） 入浴サービス 

３日に１回以上、入浴又は清拭を行う。ただし、利用者に傷病があったり伝染性疾患の疑いがあ

るなど医師が入浴することが適切でないと判断した場合には入浴を行わないことが出来るものとす

る。 

・入浴形態 

ア．個人浴槽による入浴 

イ．特殊浴槽による入浴 

・援助の種類（必要に応じて行う） 

ア．衣類の着脱 

イ．身体の清拭 

ウ．その他の必要な支援 
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（６） 食事サービス 

食事は、あらかじめ作成された献立に従い、利用者の心身の状況・嗜好に応じて、適切な栄養量

及び内容とする。また、自立の支援に配慮し、できるだけ離床して行うように努めるものとする。 

ア．適時の食事の準備及び、後始末の援助 

イ．食事摂取の介助、栄養相談 

ウ．関係部門との連携 

エ．適正な衛生管理 

（７） 排泄サービス 

利用者の心身の状況に応じ、かつ、個人のプライバシーを尊重の上適切な方法により排泄の自立

について必要な援助を行うものとする。 

ア．おむつを使用しなければならない利用者のおむつは適切に取り替えるものとする。 

（８） 相談、援助に関すること 

利用者及びその家族の日常生活における支援等に関する相談及び助言を行う 

ア．日常生活動作に関する訓練の相談、助言 

イ．福祉用具の利用法の相談、助言 

ウ．介護者教室の開催 

エ．その他の必要な相談、助言 

（介護保険給付対象外のサービス） 

第１２条 事業所は契約者との合意に基づき、次のサービスを提供する。 

（１） 食事の提供 

（２） 滞在の提供 

（３） 特別な居室の提供 

（４） 特別な食事の提供 

（５） 理美容サービス 

（６） 別の定めに従って行う利用者の預かり金等管理 

（７） 事業所が特別に定める教養娯楽設備等の提供及び、利用者の希望による行事活動費 

（８） 事業所が提供する以外の特別な物品あるいは食品等 

２ 前項のサービスの費用負担が必要なものについては、その利用料金は契約者等が負担するものとする。 

３ 事業所は第１項に定める各種サービスの提供について、必要に応じて契約者等に対してわかりやすく

説明する。 

（サービス計画の作成等） 

第１３条 施設介護の提供を開始する際には、利用者の心身の状況、希望及びそのおかれている状況並び

に家族等介護者の状況を十分に把握し、個別にサービス計画を作成する。 

２ サービス計画を作成変更の際には、利用者または家族等に対し、当該計画の内容を説明し、同意を得

る。 

３ 利用者に対し、サービス計画に基づいて各サービスを提供するとともに、断続的なサービスの管理、

評価を行う。 

（利用料金及びキャンセル料） 

第１４条 本事業所が提供する指定短期入所生活介護の利用料は、介護報酬告示上の額とする。但し、日

常生活において通常必要とされるものに係る費用のうち、利用者が負担することが適当と認められるも

のについては、別に利用料金の支払いを受ける。 

２ 前項の費用の額は、別表１に記載したとおりとする。 
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３ 前項の費用の支払いを含むサービスを提供する際には、事前に利用者又はその家族等に対して必要な

資料を提示し、当該サービスの内容及び費用について説明した上で、利用者の同意を得る。また、併せ

て、その支払いに同意する旨の文書に署名（記名押印）を受ける。 

４ 利用料の支払いは、現金、銀行又は郵便局の口座振替、振込みにより、指定期日までに受ける。 

５ キャンセル料は、別表１のとおりとする。 

（利用料金の変更） 

第１５条 利用者の要介護状態の区分に変更があった場合は、別表１に記載された額に変更する。 

２ 利用者の経済的事情の変化により、負担額認定等に変更があった場合は、介護保険法令等閑係諸法令

の趣旨に従い、利用料金を変更する。 

３ 経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、事業所は、当該介護保険給付対象外サー

ビス利用料金を相当な額に変更することができる。 

４ 介護保険法令等閑係諸法令の改正があった場合は、その内容に応じた額に変更する。 

５ 前３項、前４項の変更があった場合は、事前に利用者またはその家族に対して必要な資料を提示、説

明した上で、支払に同意する旨を文書にて受け取るものとする。 

（サービス内容の告示） 

第１６条 事業者は、当該指定短期入所生活介護におけるサービス内容や利用者に代わって支払を受ける

介護報酬の額、その他必要な事項について、書面及び施設内に告示をする。 

（苦情処理） 

第１７条 利用者又は家族並びに代理人等は、提供されたサービス等につき苦情がある場合は、苦情受付

担当者を通じ施設長に苦情を申し出ることができる。この場合、施設長は速やかに苦情解決委員会に指

示し苦情の内容の事実確認及び対応策を検討させ、その結果を苦情申し出者に報告するものとする。 

なお、当該苦情が施設内の苦情解決委員会で解決できない場合は、社会福祉法人清峰会の第三者委員会に

付託するものとする。 

 

（身体拘束） 

第１８条 利用者の身体拘束は行わないものとする。利用者又は他の利用者、職員等の生命又は身体を保

護するため、緊急やむを得ない場合についてのみ身体拘束を行うものとする。 

２ 身体拘束が必要な場合は、利用者又は家族に説明をし、同意を受けるものとする。 

３ その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。 

 

（虐待の防止のための措置に関する事項） 

第１９条 事業所は、虐待の発生及び再発を防止するため、下記に掲げる措置を講じる。  

（１）虐待の防止に係る対策を検討するための委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、

従業者に十分に周知する。 

（２）虐待の防止のための指針を整備する。 

（３）従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。 

（４）前（３）に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。 

２ 前項（１）に規定する委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。 
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（情報公開） 

第２０条 施設長は、介護保険制度の適正な実施を図るため通常の改善等に努力するものとする。なお、

利用者及びその家族、地域住民等に施設運営の状況等の情報公開を行うものとする。また、情報公開の

内容についてはプライバシーの確保に十分注意して行うものとする。 

（秘密の保持） 

第２１条 職員又は職員であった者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏ら

してはならないものとする。 

２ 施設長は、職員又は職員であったものが正当な理由なく業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を

漏らすことのないよう職員に対し適切な監督を行うものとする。 

３ 施設長は、職員が退職する際秘密を漏らすことの無いよう、重ねて注意を行うものとする。 

（事故発生の防止及び、発生時の対応並びに損害賠償） 

第２２条 サービスの提供により利用者に事故が発生した場合は、速やかに市町村等及び関係機関並びに、

利用者の家族又は身元引受人に連絡を行うとともに、必要な措置を講じるものとする。 

２ 事故防止のための委員会及び、職員に対する研修を定期的に実施することとする。 

３ 事故が発生した場合は、「事故対応マニュアル」にそって対応、報告等を行うものとする。 

４ 事故が発生した時又は、それに至る危険性がある事態が生じた時は、委員会において報告された内容

を分析した上で改善策を検討し、職員へ周知徹底するものとする。 

５ 利用者に対する施設介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、施設が加入している損害

保険の規約内容により損害賠償するものとする。 

（衛生管理及び褥創防止） 

第２３条 事業者は、施設介護に使用する備品等を清潔に保持し、定期的な消毒を施す等、常に衛生管理

に十分留意するものとする。 

２ 褥創が発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を防止するため看護及び介護並びに給食

等関係部門の連携を図る。 

（感染予防） 

第２４条 施設内感染予防の観点から、感染性疾病等の利用者の受入れは、治療が終了するまで原則受入

れないこととする。 

２ 施設内において感染症等の疾病となった場合は、入院等の適切な処置を講ずるものとする。 

３ 感染症又は、食中毒の予防及び蔓延防止の対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果を職員

へ周知徹底するものとする。 

４ 職員に対し感染症又は、食中毒の予防及び蔓延防止のための研修を定期的に実施することとする。 

５ 感染症又は、食中毒が疑われる際には、「感染症対応マニュアル」にそって対応、報告等を行うものと

する。 

６ 職員は、感染症等に関する知識の習得に努めるものとする。 

（緊急時等における対応） 

第２５条 利用者は、身体状況の変化等で職員の対応を求める状況となった時は、２４時間いつでもナー

スコール等で対応を求めることが出来るものとする。 

２ 職員は、ナースコール等で利用者等から対応要請があった時は、速やかに対応するものとする。 

３ 利用者の心身の状況に異変その他緊急事態が生じた時は、速やかに主治医あるいは協力医療機関に連

絡し、適切な措置を講じ、緊急連絡先の家族等にその状況、状態等を連絡するものとする。 
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（非常災害対策） 

第２６条 防火管理における責任者は、施設長とし、その下に防火管理担当者を置く。 

２ 設備は、スプリンクラー、消化器等消火設備並びに自動火災報知器、非常通報装置等、非常時に備え

て必要な設備を整備するとともに、非常災害等に対して具体的な防災計画等を作成し避難訓練等を適切

に実施するものとする。 

３ 責任者は、日常的に避難経路及び関係機関等への連絡方法を整備し、その方法を職員へ周知徹底させ

るとともに、災害時には避難等の指揮をとり、職員は、利用者の避難等適切な措置を講じる。 

４ 利用者等は、緊急事態に気づいたときは、ナースコール等で、職員に事態の発生を知らせるものとす

る。 

（記録の整備、保存） 

第２７条 施設長は、職員、設備、備品、会計等の簿冊のほか利用者等の処遇上必要な簿冊を適正に記録

し整備、保存するものとする。 

（利用資格） 

第２８条 本事業所の利用資格は、介護保険法に基づくものとする。 

２ 利用を希望する者の提示する被保険者証によって被保険者の資格、要介護認定の有無及び有効期間並

びに負担限度額認定証を確認するものとする。 

（内容及び手続きの説明並びに同意） 

第２９条 本事業所の利用にあたっては、あらかじめ利用申込者又はその家族等に対し、本運営規程を提

示し説明を行い、サービスの内容等について、利用申込者又は、その家族の同意を得るものとする。 

（契 約） 

第３０条 前条の同意を得た場合は、別に定める「契約書」により契約を締結するものとする。 

（金銭管理） 

第３１条 利用者の金銭等は、原則として本人が管理するものであるが、事情によりやむを得ず、事業所

で管理する場合は「金銭管理サービス委託契約書」の定めるところにより、適切な事務処理を行うもの

とする 

（職員の資質向上及び身分証明） 

第３２条 職員は、介護・看護等の能力の向上とより良い接遇を目指して努力するものとする。特に研修

会等の積極参加等により資質の向上に努め、利用者等に喜ばれる施設創りに努力するものとする。 

２ 施設は、従業者の資質向上を図るために研修の機会を次のとおり設け、業務体制の整備をする。 

（１） 採用時研修 その都度 

（２） 継続研修 

３ 職員は、その勤務中常に身辺を証明する証票等を携帯すること。 

（日課及び行事） 

第３３条 施設長は、日課及び季節に応じた各般の行事を定め実施するものとする。 

（余暇活動） 

第３４条 施設長は、教養娯楽設備等を必要に応じ整え、クラブ活動、レクリエーション活動等を行うも

のとする。 
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（環境整備及び設備備品） 

第３５条 施設長は、施設のあらゆる設備及び建物並びに敷地内の各般の環境を整備して危害防止等に留

意しなければならない。 

２ 施設の設備備品等については、併設する介護老人福祉施設並びに、介護予防短期入所生活介護事業所

と共用する。 

（施設サービスの評価） 

第３６条 施設の介護サービスの向上を図るため、サービス全般の評価を年１回以上行うものとする。 

（家族等との連携） 

第３７条 施設長は、利用者の日常生活に異状が発生した場合、その家族等に対する連絡を怠らないよう

職員に対する指導の徹底の促進に努力するものとする。 

（地域との連携） 

第３８条 事業の推進にあたっては、地域住民又はボランティア活動者との連携を深め事業を推進するよ

う努めるものとする。 

（行政機関等への手続） 

第３９条 利用者が日常生活を営むのに必要な行政機関に対する手続きについて困難がある場合は、その

者の申し出・同意に基づき施設長は代行して行うことができるものとする。 

（身上変更の届出） 

第４０条 利用者等は、身上に関する重要な事項に変更が生じたときは、速やかに施設長に届け出なけれ

ばならない。 

（弁償責任） 

第４１条 利用者等は、故意または過失によって施設（設備及び備品）に損害を与え、また無断で備品の

形状を変更したときは、その損害を弁償し、または原状に回復しなければならない。 

２ 損害賠償の額は、利用者等の収入及び事情を考慮して減免することができる。 

（日課の尊重） 

第４２条 利用者は、健康と生活の安定のため施設長が定めたる日課を励行し、共同生活の秩序を保ち相

互の親睦に努めるものとする。 

（外 出） 

第４３条 利用者は、外出をしようとする時は、その都度、事前に外出、用件、帰苑する予定日時を施設

長に届けるものとする。なお、欠食の伴わない短時間の外出は、口頭で職員の了解を得ればよいことと

する。 

（面 会） 

第４４条 利用者は、外来者と面会しようとする時は、利用者又は外来者がその旨を施設長らに届けるも

のとする。 

２ 施設長は、特に必要がある場合は、面会の場所等の便宜を提供するものとする。 

（健康留意） 

第４５条 利用者は、努めて健康に留意するものとする。 
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２ 利用者が、負傷又は疾病にかかった時は、施設内で診断を行うとともに家族等に連絡し、必要に応じ

て通院するものとする。 

３ 利用者は、機能訓練の利用にあたっては、健康状態やその日の体調を考慮し、従業者の指示のもと訓

練を行うよう留意する。 

（衛生保持） 

第４６条 利用者等は、施設の清潔、整頓、その他環境衛生の保持に心がけ、また施設の環境衛生対策の

方針に協力しなければならない。 

２ 食品衛生上の観点から家族等の生物食品の持ち込みは、原則禁止するものとする。 

（禁止事項） 

第４７条 利用者等は、施設内で次の行為はしてはならないものとする。 

（１） 喧嘩、口論、泥酔等で他人に迷惑をかけること。 

（２） 政治活動ほか宗教、習慣等により自己の利益のため他人の自由を侵害したり、他人を排撃するこ

と。 

（３） 指定した場所以外で火気を用いること。 

（４） 施設の秩序、風紀を乱し又は安全衛生を害すること。 

（５） 故意又は過失で、建物又は設備等に損害を与えること。 

（６） 施設の物品を無断で施設外へ持ち出すこと。 

（７） 一から六までのことを繰り返したり再三にわたり注意を受けたりした場合は、その状況等により、

やむを得ず利用の取り消しをお願いする場合があること。 

（８） その他施設長が禁止すること。 

（保険者への通知） 

第４８条 施設長は、利用者等が次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく意見を付し、その旨を保険者

へ通知するものとする。 

（１） 正当な理由なしに施設長の定めた利用等に関する指示に従わないとき。 

（２） 偽り、その他不正な行為により、保険給付を受けまた受けようとしたとき。 

（委任規定） 

第４９条 この規程の施行上必要な細目については、施設長が別に定める。 

（改 正） 

第５０条 この規程の改正、廃止は、社会福祉法人清峰会理事会の議決により行う。 

付 則 

この運営規程は、平成２２年６月１日から施行する。 

この運営規程は、平成２４年３月２４日に一部改正し、同年４月１日より施行する。 

 この運営規程は、平成２７年３月２８日に一部改正し、同年４月１日より施行する。 

  この運営規程は、平成３０年３月２４日に一部改正し、同年４月１日より施行する。 
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  この運営規程は、平成３０年７月２８日に一部改正し、同年８月１日より施行する。 

この運営規程は、令和元年９月２６日に一部改正し、同年１０月１日より施行する。 

この運営規程は、令和３年３月２７日に一部改正し、同年４月１日より施行する。 

この運営規程は、令和３年９月１８日に一部改正し、同年８月１日に遡及して適用する。 

この運営規程は、令和４年１月２２日に一部改正し、同年１月１日に遡及して適用する。 

この運営規程は、令和６年３月２３日に一部改正し、令和６年４月１日より施行する。 

この運営規程は、令和７年３月２２日に一部改正し、令和７年４月１日より施行する。 
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【別表１】 

 

特別養護老人ホーム浅草ほうらい 短期入所生活介護 料金表 
 

≪ 併設型ユニット型（ユニット型個室）≫ 

１． 介護給付サービス基本料金（１日あたりの金額）  

１単位１１．１０

円 

項   目 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

単位 704単位 772単位 847単位 918単位 987単位 

１ 入居者の介護費：単位 7,814円 8,569円 9,401円 10,189円 10,955円 

１－①入居者の介護費（1割負担） 782円 857円 941円 1,019円 1,096円 

１－①入居者の介護費（2割負担） 1,563円 1,714円 1,881円 2,038円 2,191円 

１－①入居者の介護費（3割負担） 2,345円 2,571円 2,821円 3,057円 3,287円 

２．機能訓練体制加算 133円（12単位） 

２－①利用者の自己負担金 

(1割負担) 
14円 

２－①利用者の自己負担金 

(2割負担) 
27円 

２－①利用者の自己負担金 

(3割負担) 
40円 

３．サービス提供体制強化 

加算（Ⅲ） 
66円（6単位） 

３－①利用者の自己負担金 

(1割負担) 
7円 

３－①利用者の自己負担金 

(2割負担) 
14円 

３－①利用者の自己負担金 

(3割負担) 
20円 

４．送迎加算（片道） 2,042円（184単位） 

４－①利用者の自己負担金 

(1割負担) 
205円 

４－①利用者の自己負担金 

(2割負担) 
409円 

４－①利用者の自己負担金 

(3割負担) 
613円 

 

 

 

 

２． その他介護給付サービス加算料金 （1日あたりの自己負担額） 

 

① 看護体制加算（Ⅱ）ロ 1割負担：9円 2割負担：18円 3割負担：27円（8単位） 

看護職員の数が常勤換算方法で入所者の数が 25 又はその端数を増すごとに 1 以上であり、看護職員

との連携により、24時間の連絡体制を確保している場合 

 

② 夜勤職員配置加算（Ⅱ）ロ 1割負担：20円 2割負担：40円 3割負担：60円 （18単位） 

指定短期入所生活介護の利用者数と指定介護老人福祉施設の入所者を合算した人数を指定介護老人

福祉施設の「入所者の数」とした場合に必要となる夜勤職員の数を 1以上上回った場合 
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③ 療養食加算 1割負担：9円 2割負担：18円 3割負担：27円（8単位：1食あたり） 

管理栄養士又は栄養士によって入所者の年齢、心身の状況によって適切に食事の提供が管理され、別

に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉施設において行われている場合 

 

④ 介護職員等処遇改善加算（Ⅱ） （所定単位数×136/1000：1月あたり） 

介護職員の賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じている場合 

 

⑤ 関係法令等の額   

                                     

 

３． 介護給付サービスとならない料金（1日あたりの自己負担額） 

 

項   目 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

食事の 

自己負担額 

第 1段階 ３００円 

第 2 段階 ６００円 

第 3 段階① １，０００円 

第 3 段階② １，３００円 

第 4 段階 １，８５０円 

居住費の 

自己負担額 

第 1 段階 ８８０円 

第 2 段階 ８８０円 

第 3 段階① １，３７０円 

第 3 段階② １，３７０円 

第 4 段階 ２，０６６円 

 

 

４．介護給付サービスとならないその他の料金 

   

① 理美容代                   実 費 

② 特別な食事を希望した場合の特別食       実 費 

③ 特別に希望されるサービスや物品        実 費 

④ クラブ活動費                 実 費 

⑤ 喫茶コーナー                 実 費 

⑥ 特別な整備、物品等              実 費 

⑦ テレビ代                   実 費 

  

 ５．当施設では、利用者負担の軽減をいたします。詳細については、生活相談員または区の担当係までお尋

ね下さい。 

 


